
平成１４年 ７月 １日   

 

   姫路市低公害車普及促進対策補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業

者、一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自動車リース事業者

その他これらに準ずるものとして市長が認定した者（以下「補助対象事業者」とい

う。）による低公害車の導入事業又は電気自動車用充電設備の設置事業（以下これ

らを「補助対象事業」という。）に要する経費の一部を補助することにより、低公

害車の普及を促進し、もって自動車排出ガスによる大気の汚染を防止し、市民の健

康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とする。 

（用語） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業に限る。）を経営

する者をいう。 

⑵ 一般乗用旅客自動車運送事業者 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗

用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

⑶ 一般貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）

第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業を経営する者をいう。 

⑷ 第二種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）第

２条第８項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。 

⑸ 自動車リース事業者  事業用自動車の貸渡しを業とする者をいう。 

⑹ 低公害車 天然ガスバス、優良ハイブリッドバス、燃料電池バス、燃料電池タ

クシー、電気タクシー、ＬＰＧハイブリッドタクシー、天然ガストラック及び優

良ハイブリッドトラックをいう。 



⑺ 天然ガスバス 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自

動車に係る道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５８条に規定する自

動車検査証（以下「自動車検査証」という。）に当該自動車の燃料が可燃性天然

ガスであることが記載されているもの（以下「天然ガス自動車」という。）であ

って、道路運送法第２条第３号に規定する旅客自動車運送事業（以下「旅客自動

車運送事業」という。）の用に供する乗車定員１１人以上のものをいう ｡  

⑻ 優良ハイブリッドバス 内燃機関を有する自動車で併せて電気又は蓄圧器に蓄

えられた圧力を動力源として用いるもの（外部からの充電が可能なものであり、

かつ、当該自動車の自動車検査証に当該自動車がプラグインハイブリッド自動車

であることが記載されているものを除く。）であり、かつ、当該自動車に係る自

動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されているもの

（以下「ハイブリッド自動車」という。）であって、旅客自動車運送事業の用に

供する乗車定員１１人以上のもの（内燃機関に軽油を用いる自動車のうち車両総

重量が３．５トンより大きいものにあっては、乗用自動車のエネルギー消費性能

の向上に関するエネルギー消費機器製造事業者等の判断の基準等（平成２５年３

月１日経済産業省・国土交通省告示第２号）で定められた基準エネルギー消費効

率を満たす自動車であり、かつ、道路運送車両法第４１条の規定により平成２８

年１０月１日以後に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る

保安上又は公害防止その他環境保全上の技術基準（以下「平成２８年排出ガス基

準」という。）に適合するもの（以下「低排出ガス優良車」という。）に限る。

）をいう。 

⑼ 燃料電池バス 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、

内燃機関を併用しない自動車であって、旅客自動車運送事業の用に供する乗車定

員が１１人以上のものをいう。 

⑽ 燃料電池タクシー 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機と

し、内燃機関を併用しない自動車であって、旅客自動車運送事業の用に供する乗

車定員が１０人以下のものをいう。 

⑾ 電気タクシー 電気のみを動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充



電する機能を備えている自動車であって、旅客自動車運送事業の用に供する乗車

定員１０人以下のものをいう。 

⑿ ＬＰＧハイブリッドタクシー 液化石油ガス（ＬＰＧ）を燃料とする内燃機関

を有する自動車で併せて電気を動力源として用いるものであって、旅客自動車運

送事業の用に供する乗車定員１０人以下のものをいう。 

⒀ 天然ガストラック 天然ガス自動車であって、道路運送法第２条第４号に規定

する貨物自動車運送事業（以下「貨物自動車運送事業」という。）の用に供する

自動車をいう。 

⒁ 優良ハイブリッドトラック ハイブリッド自動車であって、貨物自動車運送事

業の用に供する自動車（ただし、内燃機関に軽油を用いる自動車のうち車両総重

量が３．５トンより大きいものにあっては、貨物自動車のエネルギー消費性能の

向上に関するエネルギー消費機器製造事業者等の判断の基準等（平成２７年１０

月１日経済産業省・国土交通省告示第１号）で定められた基準エネルギー消費効

率を満たす自動車であり、かつ低排出ガス優良車に限る。）をいう。 

⒂ 電気自動車用充電設備 一般用電気工作物（電気事業法（昭和３９年法律第１

７０号）第３８条第１項に規定する電気工作物をいう。）のうち、電気自動車に

充電するための設備（充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたスタ

ンド式又はポール式の設備に限る。）であって、商用電源から充電用の直流電力

を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力１０キ

ロワット以上のものをいう。 

⒃ 運送事業者 第１号から第４号までに掲げる者をいう。 

⒄ 補助対象事業の完了 補助対象事業に係る車両の登録又は電気自動車用充電設

備の設置を終えたことをいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象とする事業は、本市の区域内に使用の本拠を置く運送事

業者が低公害車を導入し、又は電気自動車用充電設備を設置する事業及び当該運送

事業者にリースするための低公害車を導入する事業であって、次の各号のいずれか

に該当するものとする。ただし、ＬＰＧハイブリッドタクシーを導入する事業にあ



っては、この限りでない。 

 ⑴ 国の自動車環境総合改善対策費補助金交付要綱（令和４年３月３１日国自技環

第１９４号 国自旅第５５９号 国自貨第１２７号）第２条第１号に規定する事

業Ⅰ、同条第２号に規定する事業Ⅱ又は同条第３号に規定する事業Ⅲの対象とな

るもの 

 ⑵ 国の水素を活用した社会基盤構築事業実施要領（平成３０年３月３０日環地温

発第１８０３３０１４号）第３の（１）に規定する事業のうち、別表第１第１欄

の水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業のうち第２欄の

燃料電池バスを導入する事業の対象となるもの 

２ 市長は、補助対象事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の

対象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の

範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。ただし、第１０条に規定

する補助対象事業実績報告書を当該会計年度の３月３１日までに市長に提出できな

い場合又は補助対象事業者が次の各号に掲げる個人又は団体に該当する場合は、補

助金を交付しないものとする。 

 ⑴ 姫路市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団 

 ⑵ 姫路市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員 

 ⑶ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に

暴力団員に該当するものがあるもの 

３ この補助金の補助対象事業者、補助対象経費、補助率、補助金の額及び補助金の

額の確定は、別表に定めるところによるものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定め

る期間に補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、所要の

審査を行い、適正であると認めたときは、交付決定を行い、補助金交付決定通知書

（様式第２号）により補助金の交付を申請した補助対象事業者に通知するものとす



る。 

２ 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

（交付申請の取下げ） 

第６条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の内容又はその条件に不服があること

により、当該補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を

受けた日から起算して２０日以内に、補助金交付申請取下届出書（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。 

（補助対象事業の計画変更の申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分について変

更しようとするときは、あらかじめ補助対象事業計画変更承認申請書（様式第４号

）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（補助対象事業の中止又は廃止の承認申請） 

第８条 補助対象事業者は、補助対象事業を事情の変更により中止し、又は廃止しよ

うとするときは、あらかじめ補助対象事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（事故報告） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助

対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに補助対象事業事故報告書（様式第

６号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了した日から３０日を経過した日若

しくは当該会計年度の３月３１日のいずれか早い日までに、補助対象事業実績報告

書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 市長は、前条に規定する補助対象事業実績報告書を審査し、補助対象事業

の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは

、別表に定めるところにより交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通

知書（様式第８号）により補助対象事業者に通知するものとする ｡  



（補助金の請求及び支払） 

第１２条 前条の通知書を受けた補助対象事業者は、速やかに補助金交付請求書（様

式第９号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は前項の規定に基づく請求がなされたときは、その内容を審査し、適正であ

ることを確認のうえ、補助対象事業者に補助金を支払うものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場

合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

 ⑵ 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

 ⑶ 市長の行う調査及び指導に対して怠慢その他不適当な行為をした場合 

 ⑷ 当該年度内（出納整理期間を含む。）に当該補助対象事業に係る国の自動車環

境総合改善対策費補助金の交付を受けなかった場合 

 ⑸ その他この要綱に違反した場合 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に

補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

（事業完了後の監査） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し補助対象事業

の実施の適否及びその成果に関し監査できるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得した財産（以下「取得財産」

という。）を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

２ 補助対象事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間（以下

「財産処分制限期間」という。）を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取

得価額が５０万円以上の取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、



交換し、貸し付け又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。 

３ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認

申請書（様式第１０号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第２項

の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する金額として次の算

式により計算される金額を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分によ

り利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を市

に納付させることとする。 

Ｄ＝Ａ×（Ｂ－Ｃ）÷Ｂ 

Ｄは、当該返還させるべき金額 

Ａは、交付した補助金額 

Ｂは、財産処分制限期間の日数 

Ｃは、低公害車を導入した日から処分した日までの日数 

（帳簿の保存義務） 

第１７条 補助対象事業者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え

、補助対象事業の完了後５年間保存しなければならない。 

（細目） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は姫路

市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号）によるほか、別に市長が定

めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１５年５月２２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年７月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月２５日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年５月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年５月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年５月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年８月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年７月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年６月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年５月８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１９日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月１５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年８月１９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１０月６日から施行する。 



別表（第３条関係） 

補

助

対

象

事

業 

低 公 害 車 の 導 入 電 気 自 動 車 用

充 電 設 備 の 設

置  

天 然 ガ ス バ

ス 及 び 優 良

ハ イ ブ リ ッ

ド バ ス の 導

入 

天 然 ガ ス ト

ラ ッ ク 及 び

優 良 ハ イ ブ

リ ッ ド ト ラ

ッ ク の 導 入  

使 用 過 程 車

の 天 然 ガ ス

バ ス へ の 改

造  

使 用 過 程 車

の 天 然 ガ ス

ト ラ ッ ク へ

の 改 造  

燃 料 電 池 バ

ス の 導 入  

燃 料 電

池 タ ク

シ ー の

導 入  

電 気 タ ク シ

ー の 導 入  

Ｌ Ｐ Ｇ ハ イ ブ

リ ッ ド タ ク シ

ー の 導 入  

補

助

対

象

事

業

者 

一 般 乗 合 旅

客 自 動 車 運

送 事 業 者 、

自 動 車 リ ー

ス 事 業 者 そ

の 他 こ れ ら

に 準 ず る も

の と し て 市

長 が 認 定 し

た 者 

一 般 貨 物 自

動 車 運 送 事

業 者 、 第 二

種 貨 物 利 用

運 送 事 業 者

、 自 動 車 リ

ー ス 事 業 者

そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る

も の と し て

市 長 が 認 定

し た 者  

一 般 乗 合 旅

客 自 動 車 運

送 事 業 者 、

自 動 車 リ ー

ス 事 業 者 そ

の 他 こ れ ら

に 準 ず る も

の と し て 市

長 が 認 定 し

た 者  

一 般 貨 物 自

動 車 運 送 事

業 者 、 第 二

種 貨 物 利 用

運 送 事 業 者

、 自 動 車 リ

ー ス 事 業 者

そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る

も の と し て

市 長 が 認 定

し た 者  

一 般 乗 合 旅

客 自 動 車 運

送 事 業 者 、

自 動 車 リ ー

ス 事 業 者 そ

の 他 こ れ ら

に 準 ず る も

の と し て 市

長 が 認 定 し

た 者  

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 、 自 動 車 リ ー ス 事 業 者 そ

の 他 こ れ ら に 準 ず る も の と し て 市 長 が 認 定 し た 者 



補

助

対

象

経

費 

車 両 本 体 価 格 （ 新 車 の 改

造 に よ り 低 公 害 車 を 導 入

す る 場 合 に あ っ て は 、 低

公 害 車 へ の 改 造 に 要 す る

経 費 を 含 む 。 ）  

天 然 ガ ス 自 動 車 へ の 改 造

に 要 す る 経 費  

車 両 本 体 価 格 電 気 自 動 車 用

充 電 設 備 本 体

価 格  

補

助

率 

１ ／ ３  定 額 １ ／ ４  １ ／ ５  １ ／ ４  

補

助

金

の

額 

補 助 対 象 経 費 に 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 以 内 と す る

。 た だ し 、 天 然 ガ ス バ ス 、 優 良 ハ イ ブ リ ッ ド バ ス 、

天 然 ガ ス ト ラ ッ ク 及 び 優 良 ハ イ ブ リ ッ ド ト ラ ッ ク の

導 入 に あ っ て は 、 当 該 補 助 対 象 経 費 と 通 常 車 両 価 格

と の 差 額 （ 低 公 害 車 へ の 改 造 費 相 当 額 ） に １ ／ ３ を

乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 補 助 対 象 経 費 に 補 助 率 を 乗 じ

て 得 た 額 よ り も 少 な い 場 合 に は 、 当 該 差 額 に １ ／ ３

を 乗 じ て 得 た 額 以 内 と す る 。  

ト ヨ タ 自

動 車 株 式 会

社 の Ｓ Ｏ Ｒ

Ａ に あ っ て

は １ ， ０ ０

０ 万 円 と し

、 そ の 他 の

車 両 に あ っ

て は 別 に 定

め る 額 と す

る 。  

１ ０ ０

万 円  

補 助 対 象

経 費 に 補 助

率 を 乗 じ て

得 た 額 （ 千

円 未 満 の 端

数 が あ る と

き は 、 こ れ

を 切 り 捨 て

た 額 ） と す

る 。 た だ し

、 上 限 を １

５ ０ 万 円 と

す る 。  

補 助 対 象 経

費 に 補 助 率 を

乗 じ て 得 た 額

（ 千 円 未 満 の

端 数 が あ る と

き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額

） と す る 。 た

だ し 、 上 限 を

６ ０ 万 円 と す

る 。  

補 助 対 象 経

費 に 補 助 率 を

乗 じ て 得 た 額

（ 千 円 未 満 の

端 数 が あ る と

き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額

） と す る 。 た

だ し 、 上 限 を

７ ５ 万 円 と す

る 。  



補

助

金

の

額

の

確

定 

次 に 掲 げ る 額 の う ち 、 い ず れ か 少 な い 額 と す る 。

た だ し 、 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り

捨 て る も の と す る 。 

⑴  補 助 対 象 事 業 の 実 施 に 要 し た 補 助 対 象 経 費 の 実

績 額 に 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 

⑵  補 助 金 交 付 決 定 額 （ 交 付 決 定 額 を 変 更 し た 場 合

に あ っ て は 、 当 該 変 更 後 の 額 ） 

  次 に 掲 げ る 額 の う ち 、 い ず れ か 少 な い 額 と

す る 。 た だ し 、 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は

、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

⑴  補 助 対 象 事 業 の 実 施 に 要 し た 補 助 対 象 経

費 の 実 績 額 に 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額  

⑵  補 助 金 交 付 決 定 額 （ 交 付 決 定 額 を 変 更 し

た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 変 更 後 の 額 ）  

備考 補助金の額の決定に当たっては、国の「自動車環境総合改善対策費補助金に関する運用方針（令和４年３月３１

日国自技環第１９４号 国自旅第５５９号 国自貨第１２７号）」に準じて行うものとする。 


